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『豊島区みどりの基本計画』
改定にあたって

　近年、地球温暖化が加速し、記録的な猛暑や大型台風、集中豪雨による自
然災害などにより、各地に甚大な被害が発生しています。このような中、気
候変動への対応や持続可能な社会の実現に向けた施策が求められ、これまで
にも増して緑地の保全や再生、緑のネットワーク化が重要となっています。
　豊島区は令和2（2020）年7月に内閣府より「SDGs未来都市」と「自治
体SDGsモデル事業」にダブル選定されました。また、令和3（2021）年2

月に「ゼロカーボンシティ」を宣言し、翌年7月には「2050ゼロカーボン戦
略」を策定しました。2050年までに温室効果ガス排出量を実質ゼロにする
ことを目指しています。
　自然環境が有するみどりの機能を活用し、都市環境の改善、生物多様性、
防災性の向上等により、豊かな生活空間を形成し、SDGsの新しいモデルと
なる持続可能なまちづくりを実現していきます。
　今回改定した『豊島区みどりの基本計画』は、前計画の理念「みどりのネッ
トワークを形成する環境のまち」を引継ぐとともに、「公園がつなぐ　みど
りのまちづくり」をサブタイトルとしました。骨格となる幹線道路の街路樹
や、公園・学校・霊園など、拠点となる大きなみどりと、庭先やベランダな
どの身近なみどりをつなげていくことで、みどりの広がりが生まれます。そ
して、区民一人ひとりがみどりを大切にすることで、人と人とのつながりや、
にぎわいが広がる、『みどり豊かな島』が実現されます。
　豊島区は歩きたくなるまち「ウォーカブルなまちづくり」を推進していま
す。車中心から人中心の都市空間へ転換することで、人々が集い、憩い、多
様な活動を繰り広げられる場にしていきます。そして、みどりの量・質とも
に豊かなまちづくりを推進します。
　最後に、策定委員の皆様、パブリックコメントによりご意見をいただきま
した区民、団体の皆様にはこの場をお借りして厚く御礼申し上げます。みど
り豊かな豊島区を実現し、次の世代に引き継いでいくために、これまで以上
に区民の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
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す都市像「国際アート・カルチャー都市」として、“多
様性を活かしたまちづくり ”“ 出会いが生まれる劇場
空間 ”“ 世界とつながり人々が集まるまち ”を実現し、
人中心の居心地が良くウォーカブルなまちづくりを
推進していく必要があります。【

▲

P44参照】

　さらに令和 2年には内閣府より区が「SDGs未来
都市」に選定され、その中で特に先進的な取組が「自
治体 SDGsモデル事業」にも選定され、今後も
SDGsの新しいモデルとなる持続可能なまちづくり
に取り組んでいきます。【

▲

P38参照】

　今回の計画改定では最新の区内のみどりの現況を
もとに、これまでの動向と区民のニーズの変化を踏
まえ、公園分野をリードする豊島区として、誰もが
快適に過ごすことができライフスタイルに潤いを与
える、みどりの量・質ともに豊かなまちづくりを推
進することを目的とします。

　みどりの基本計画は都市緑地法 * に基づいて、豊
島区の特性と独自性を活かした、緑地の保全と緑化
の推進について定めたみどりの総合的な計画です。
　区では平成 4年に「豊島区みどりと広場の基本計
画」を策定後、平成 6年の都市緑地保全法改正によ
る「緑の基本計画」制度の創設に伴い、平成 13年に
法定計画として「豊島区みどりと広場の基本計画」
を策定しました。その後、平成 23年には「豊島区み
どりの基本計画」に計画名を改めました。平成 28年
の計画見直しを経て、少子高齢化の進展に伴う公園
緑地の対応、ヒートアイランド現象 * の対策、都市
の防災性の確保、都市景観の形成、生物多様性 * の
保全、幅広い区民参加によるまちづくりなど、様々
なみどりのまちづくりに取り組んできたところです。
平成 23年の計画策定から 10年が経過し、この間の
平成 29年に改正された都市緑地法及び都市公園法 *
の改正内容の反映が求められます。また、区が目指

1-1 計画策定の考え方

計画の目的

豊島区
アート・カルチャー都市構想

池袋駅周辺の4公園を核にした、
まちづくり

暮らしの中にある
小さな公園の活用

出典：「国際アート・カルチャー都市」の実現に向けて

自治体SDGsモデル事業
国際アート・カルチャー都市 統合的取組

池袋西口公園 南池袋公園 としまみどりの防災公園中池袋公園

1-2 計画策定の考え方

みどりの基本計画とは

人中心の居心地が良く
ウォーカブルなまちづくり

　「みどりの基本計画」は、都市緑地法第4条に規定される計画であり、緑地の
保全と創出及び緑化の推進を総合的かつ計画的に実施するために、その将来像、
目標、施策などを策定するものです。

計画の位置付け 豊島区基本構想*
（2015（H27）.3）

豊島区基本計画*（2016～2025）
後期計画2022～2025（R4～7）
 豊島区未来戦略推進プラン*

豊島区
みどりの基本計画
（都市緑地法第4条）

豊島区都市づくりビジョン*
（2021（R3）.4）

都市緑地法改正（2017（H29））
都市公園法改正（2017（H29））

東京都の計画
●都市づくりのグランドデザイン*
●「未来の東京」戦略ビジョン*
●都市計画公園・緑地の整備方針
●緑確保の総合的な方針　　など

分野別計画
●豊島区SDGs未来都市計画*
●豊島区環境基本計画*
●豊島区景観計画*
●豊島区地域防災計画*
●豊島区子ども・若者総合計画*
●豊島区公共施設等総合管理計画*
など

隣接区の計画
●隣接区の緑の基本計画

反映

反映

反映
連携

連携

反映

出典：「池袋東口と西口をつなぐ
ウォーカブルなまちづくり」

池袋駅東西のシンボルストリートを中心とした
ウォーカブルなまちづくり
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1-3 計画策定の考え方

計画の対象範囲

資料：豊島区全域の航空写真（R元.6撮影）
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　緑を保全し創出していくためには、公有地・民有地を問わず、あらゆる空間で
緑化を推進していくことが必要です。このため、本計画は豊島区全域を計画の対
象区域及び緑化重点地区*とし、公園、道路、学校をはじめとする公共施設と民
有地でのあらゆる緑化可能空間で緑化の推進を図ることを計画の内容とします。
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1-4 計画策定の考え方

計画の期間

平成 令和
23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

▲

区制施行100周年(2032(R14))

豊島区基本計画 (2016-2025)

豊島区みどりの基本計画
2023(R5)-2032(R14)

豊島区みどりの基本計画（前計画）
2011(H23)-2020(H32)

豊島区基本構想(構想期間21世紀の第１四半世紀）

見直し
▼

豊島区都市づくりビジョン（2015-2035）

豊島区未来戦略推進プラン（毎年度）

豊島区環境基本計画（2019-2030）

▲▲▲
・
・

見直し作業

見直し
▼

見直し
▼

見直し
▼

▲▲▲
・
・

改定作業

▲▲▲▲▲
・
・

改定作業

改定
▼

一部見直し
▼

改定
▼

改定
▼

改定
▼

見直し
▼

　本計画の期間は、令和5（2023）年度から令和14

（2032）年度までの10年間とします。目標の期間で
ある令和14年度は、区制施行100 周年の節目の年と
なります。
　また、本計画をより実効性の高い計画とするため
に、事業の進捗状況、上位・関連計画の動向などを
踏まえ、5年を目途に見直しを行います。そのために
緑被率などの定期的調査を含め、区内の「みどり」
の動向を継続的に把握していきます。

　「豊島区みどりの基本計画」は、区全体の政策分野
を対象とした「豊島区基本構想」および「豊島区基
本計画」における環境分野（みどりのネットワーク
を形成する環境のまち）を実現するための計画です。
　また、「豊島区基本計画」の実施計画である「豊島
区未来戦略推進プラン」、目指すべき都市像を実現す
るための街づくりの基本方針である「豊島区都市づ
くりビジョン」と整合を図るとともに、環境保全に
関する総合的計画である「豊島区環境基本計画」と
の連携を図ります。

2
豊島区のみどりの課題




